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2024年度 第２回共済理論研究会 

2024年９月20日 於 日本共済協会 会議室（ハイブリッド開催） 
 

韓国における 

農協保険・共済事業をめぐる動向１ 

崔   桓 碩   

 

１．はじめに 

 

⑴ 研究背景 

韓国政府は農協の経済事業を活性化して会員組合と農業人の権益を代弁す

る農協本来の役割を充実させるために、2000年代に入ってから農協改革を推

進しました。様々な議論を経た結果、2012年３月２日付で、農協の組織形態

を既存の協同組合組織から持株会社へ改編しました。それに伴いまして、組

織の構成員、いわゆる組合員のための保障事業を行っていた共済事業も保険

会社化し、農協生命保険株式会社と農協損害保険株式会社にそれぞれ分離さ

れました。 

 

⑵ 研究目的 

本研究では、農協が株式会社へ組織を転換した後、12年を経過している現

時点において、主に「農協生命保険」に焦点を当て、経営特性（収支構造、

商品、販売チャネル）を分析し、その後、組織アイデンティティについて私

見を述べさせていただきたいと思います。また、そのほかに、農協の株式会

社化に伴って、他の共済事業の動向にも疑問を感じる人が多いので、現在の

１ 本稿は、崔桓碩（2017）「韓国における農協生命保険の経営特性と組織アイデンテ

ィティ分析」を修正・加筆したものです。 
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状況について調査したものを報告させていただきたいと思います。 

 

２．農協の組織改編をめぐる議論と経緯 

 

⑴ 組織改編前の農協をめぐる内外環境 

農協が持株会社および株式会社に組織を転換したその経緯と背景について

簡単に述べさせていただきます。持株会社化する前の農協をめぐってはさま

ざまな議論が行われていました。まず、内部環境に関する議論としては、農

協が銀行や共済などの信用事業の収益確保に集中しており、組合員のための

経済事業と流通事業は怠っていたという指摘が高くなっていました。 

また、信用事業の場合は、一般銀行と比較して収益力が減少していたため、

競争力を高めなければいけないという議論もなされていました。 

さらには、2008年からの世界金融危機の影響で経営環境はさらに厳しい状

況になっており、信用事業の健全化のためにも組織を分離すべきであるとい

う意見もありました。その他に農協本体の組織をめぐっても、准組合員の問

題や資産の確保と組織の効率化などのさまざまな問題が指摘されていまし

た。 

次に、外部環境としては、韓米ＦＴＡの締結のような自由貿易環境が拡大さ

れており、そのなかで共済事業については、実行可能な限り保険事業との同

一の規制を適用しなければならないというイコールフッティングの要求も農

協の組織改編を圧迫する１つの要因であったと言われています。 

 

⑵ 組織改編をめぐる議論 

農協をめぐる内部と外部の環境が厳しくなっていく中で、2008年12月９日

からは農協・農業従事者団体・学界等の専門家11人で「農協改革委員会」が

構成され、「農協中央会の信・経分離推進方案」という事業構造の改編作業が

行われました。 
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組織改編をめぐっては、図表１のような旧農協の組織体系に対し、農協中

央会がマッキンゼーというコンサルタント会社に依頼した「マッキンゼー案」

と、全国農民会総連盟（全農）が作成した「全農案」の２つが比較検討され

ていました。当時は、マッキンゼー案を現在の農協の組織である「持株会社

案」と言い、全農案を「連合会案」と言っていました。 

 

マッキンゼー案とは、図表２のように、中央会が行ってきた経済事業と信

用事業を中央会が支配する経済持株会社と金融持株会社に分離する案です。

基本的な仕組みとしては、中央会が金融持株会社から配当金を受け取り、そ

れをもって組合員への支援や相互金融事業を行ったり、経済事業への支援を

行ったりします。補足として、このような持株会社案が出された背景として、

すでに海外での事例があります。例えば、フランスのクレディ・アグリコル

図表１ 旧農協の組織体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典）農協のホームページから作成 
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やオランダのラボバンクは協同組合から株式会社化された前例で、韓国の農

協は海外事例をベンチマーキングしたモデルといわれています。 

 

マッキンゼー案と比較して、全農案は、図表３のように、中央会は非事業

的機能を担当する中央会にして、経済事業連合会と信用事業連合会に分離す

る案です。信用事業連合会には中央会の信用事業である金融持株会社と、相

互金融の競争力強化のための相互金融連合会を導入するものです。そこで特

徴的だったのが、可能な限り外部資本の流入を抑制して協同組合体制を維持

することが何よりも重要であると語られていたことです。 

 

図表３ 全農の案 

 

 

 

 

 

 

（出典）農協改革委員会（2009）『農協中央会信経分離推進方案』、p.５ 

図表２ マッキンゼーの案 

 

 

 

 

 

 

（出典）農協改革委員会（2009）『農協中央会信経分離推進方案』、p.５ 
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これらの２つの案を巡り様々な議論を経て、最終的にはマッキンゼー案が

選択され、現在の農協組織のように中央会があってその傘下に経済持株会社

と金融持株会社を設立し、それぞれ子会社を設立する形となっています。 

このような結果について、農民団体からの批判の声もありました。１つ目

は、持株会社は株主の利益のみを優先する株式会社であるため、改正農協法

が成立すると農協は外国の投機資本の下に置かれることになり、利益のため

に外国農産物の輸入をさらに進めるのではないかということです。２つ目は、

農協中央会を完全な持株会社に変質させてしまうことは、利益追求を最優先

とする株式会社の企業経営体制を導入することであり、これは協同組合の設

立目的と根本的に対立するということです。３つ目は、そもそも農民団体が

要求してきた変化と改革とはまったく異なるということです。 

当時の状況は、農協組織の改編に当たり、農民団体の基本的な要求は連合

会体制の維持でした。また、協同組合組織から急に持株会社という組織の性

格が相反するものに転換することは、農民に違和感が大きかったと思います。 

持株会社に組織転換した後の組織図は、図表４になります。組合員数は208

万人程度で、全国に地域農協・畜協が1,111カ所あります。そして、農協中央

会は教育支援事業と相互金融事業を行っており、その傘下に農協経済持株会

社と農協金融持株会社がそれぞれ子会社15社と11社をもっています。 
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⑶ 組織改編に伴う法律改正 

① 株式会社化に伴う農協法の改正 

株式会社への組織転換に伴い、農協法も改正されました。改正における主

なポイントは４つあります。１番目は事業分離方式で、農協経済持株会社と

農協金融持株会社の傘下にそれぞれ株式会社の子会社を所有することです。

２番目は、経済事業の運営を怠っていたという批判が多かったため、経済事

業を活性化させることです。３番目は、金融事業の競争力の向上です。４番

目は、名称使用料制度の導入です。名称使用料制度とは、農協金融持株会社

図表４ 韓国農協の組織系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （注）2024年８月１日基準 

    （出典）ＮＨ農協ホームページにより作成 
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の傘下にある11社の子会社が農協（ＮｏｎｇＨｙｕｐ、ＮＨ）というブランド名を

使用することで一定の使用料を農協中央会に支払うものです。たとえば、農

協生命の例をみると、農協生命の売上高の2.5％以内で農協中央会が自由に名

称使用料を決めることができるようになっています。大体の名称利用料の金

額として、１年間の売上高の２％から2.5％に該当する約60億円を農協中央会

に支払っています。その他のポイントとしては、政府支援や組合選挙制度の

改善などが含まれています。 

 

② 農協法での共済・保険事業に関する規定 

農協法の改正に伴い、共済事業と保険事業に関する規定をみると、既存の

共済契約は保険業法による保険契約とみなすと規定され、募集人についても、

共済の募集人を保険会社の募集人とみなすという規定が盛り込まれていま

す。 

また、共済事業から保険事業への転換に対していくつかの制約も設けられ

ました。まず、農協銀行は金融機関保険代理店として登録され、バンカシュ

ランス（銀行窓販）ルールが適用されることになりました。このバンカシュ

ランスルールとは、銀行や証券会社の窓口で保険を販売するときに、特定保

険会社の商品割合が25％を超えないことと、保険を販売する職員を２名以下

に制限する規定です。たとえば、三菱ＵＦＪ銀行の新宿支店で日本生命の保険

商品を販売する際、日本生命の売上が保険商品全体の売上のうち25％を超え

ないこととする規制です。 

しかし、農協生命がすぐにこのバンカシュランスルールを適用すると事業

の運営に大きな影響を与えることから、ルールの適用を５年間禁止する内容

が定められています。ただし、農協生命の主な販売チャネルはバンカシュラ

ンスとなっており、営業職員などへの販売チャネルの移行がなかなか進まな

かったため、バンカシュランスルールの適用禁止に関する規定は長年に亘り

延長されています。直近では、2021年４月13日に改正して、2027年３月１日
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までバンカシュランスルールを適用禁止にしました。 

バンカシュランスルールの適用を猶予する代わりに、保険会社とのイコー

ルフィッティングを考慮し、退職年金などの新しい商品を開発・販売するこ

とができない制約がかかっています。たとえば、退職年金の場合、2027年３

月１日まで販売禁止となっています。また、農協損害保険においては、農業

機械保険を除外した自動車保険商品等は、別途の認可が必要となるなど制約

が定められるようになりました。 

 

３．農協生命保険の経営特性分析 

 

農協の共済事業が保険事業に転換して12年が経過した時点で、主に農協生

命に焦点を当て、結果として業績は伸びているのか、また生保業界の中で競

争力は確保されているのかなど、保険事業および株式会社への転換によるメ

リットとデメリットについて確認してみたいと思います。 

まずは、共済事業から保険事業への転換に関して、図表５のように、それ

ぞれの組織の区分に基づき、どのような変化があるのかを確認したいと思い

ます。共済組織と保険会社の大きな違いについてみると、組織の所有につい

て、共済組織の場合は組合員である反面、株式会社の場合は株主、相互会社

の場合は社員となります。そして、営利性の観点からは、共済組織は非営利

組織である反面、株式会社は営利組織、相互会社は非営利組織となります。

他にも、兼営の有無とか、法的根拠などの面において、共済組織と保険会社、

具体的には協同組合と株式会社には様々な違いがあります。 

また、共済事業から保険事業への転換に伴うメリットとして、たとえば、

共済事業は掛金が安いため、共済事業が保険事業に転換されると既存の保険

会社に対して価格競争力があることから業績とマーケットシェアが拡大する

と予想されました。 

実際に、保険事業に転換した後の一定期間は価格競争力があり、業績が伸



共済理論研究 2023・2024年度 

99 

びていました。しかし、時間が経過していく中で、組織の拡大による事業費

の増加により、価格競争力は段々縮小してきました。さらに、韓国でもイン

ターネットを通じて加入できる保険が普及しており、価格競争力の面で優位

を占めることは厳しい状況となっています。 

 

⑴ 収支構造 

生保業界と農協生命の収支構造を比較したのが図表６になります。いずれ

も特徴的なのは右肩上がりで伸びてきた総資産が2020年ぐらいから減少傾向

を見せていることです。次に収入保険料と保険金の推移をみると、農協生命

は保険金が収入保険料を上回り、収支が悪化している傾向が見られます。 

また、生保業界における農協生命のマーケットシェアをみると、収入保険

料基準で、株式会社に転換した2012年には9.47％で、業界全体で４番目であ

ったが、10年経過した2022年ではマーケットシェアが3.88％まで落ち、業界

全体で８番目になりました。 

図表５ 保険会社と共済組織の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）筆者作成 
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そのほかに、新契約金額と保有契約金額の推移をみると、図表７のように、

生保業界と農協生命ともに新契約金額と保有契約金額は減少傾向にあること

がわかります。共済事業から保険事業に転じる際、価格競争力があるため、

業績の伸長が予想されたが、実際にふたを開けてみると、共済事業の特徴が

生保業界では十分に発揮されていないように感じられます。 

  

図表６ 生保業界と農協生命保険における収支構造 
 

＜生保業界の収支構造＞ 

 
 

＜農協生命保険の収支構造＞ 

 
 
       （出典）韓国生命保険協会『統計年報』各年より作成 
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⑵ 商品 

生保業界と農協生命の商品構成を生存保険と死亡保険、生死混合保険の３つ

に分けて比較したのが図表８になります。特徴的なのは、いずれも死亡保険の

販売割合が大きく増えています。農協生命の場合は、2012年に株式会社になっ

た当時は生存保険や生死混合保険、いわゆる貯蓄性保険の販売割合が多かった

ですが、現在は保障性保険の販売割合が多くなっています。 

その主な原因として言われているのが、低金利の到来です。日本よりは問

題になっていないですが、金利が高かった昔に比較して逆ざやの問題が指摘

図表７ 生保業界と農協生命保険における新契約と保有契約の推移 
 

＜新契約金額の推移＞ 

 
 

＜保有契約金額の推移＞ 

 
 
       （出典）韓国生命保険協会『統計年報』各年より作成 
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されています。次は、最近韓国ではＩＦＲＳ17の会計制度が導入されたことです。

ＩＦＲＳ17の導入により、今まで簿価で評価してきた保険負債について、これか

らは時価で評価しなければならなくなっています。これに伴い、貯蓄性保険

のように保険期間が長期の保険商品の販売割合が高い場合、健全性を圧迫す

る要因になるため、健全性を高めるために、貯蓄性保険を減らして保障性保

険を増やしていく傾向をみせています。 

このように低金利の到来や新しい会計基準の導入などの影響を受けて、保

険会社が販売する保険商品の構成割合にも大きな変化が生じている状況です。 

 

図表８ 生保業界と農協生命保険における商品構成 
 

＜生保業界の商品構成＞ 

 
 

＜農協生命保険の商品構成＞ 

 
 

 
       （出典）韓国生命保険協会『統計年報』各年より作成 
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他に特徴的なのは、農協生命のすべての保険商品が、現在は無配当商品に

変わっていることです。韓国の保険業法においても、保険会社の組織形態は

株式会社と相互会社のみを認めていますが、相互会社は１社も存在せず、す

べての保険会社が株式会社となっています。以前は株式会社でありながら有

配当保険商品を販売していましたが、最近は逆ザヤ問題やＩＦＲＳ17のような会

計制度の導入などで、ほとんどの保険商品が無配当保険商品となっています。 

農協生命が株式会社になった当時は年金保険に限って有配当保険商品を販

売していました。その販売理由として、利益の一部を組合員に還元する仕組

みをとることで、協同組合としての農協のアイデンティティを継承していく

ことが挙げられていました。 

しかし、最初に販売していた有配当保険商品の数は３つでしたが、段々減

少し、現在は販売しなくなりました。したがって、農協生命が販売している

保険商品も他の保険会社と同様にすべての保険商品が無配当保険商品になっ

ており、有配当保険商品の販売意義がなくなっている状況です。 

 

⑶ 販売チャネル 

生保業界と農協生命の販売チャネルを比較したのが図表９になります。農

協生命の募集形態別の収入保険料割合をみると、収入保険料の９割以上をバ

ンカシュランス（銀行窓販）チャネルで上げていることがわかります。収支

構造から確認されたように収入保険料が減少している中で、生保業界におけ

るバンカシュランスの割合も７割以上と高い水準ですが、農協生命はさらに

高い水準となっています。 

このような事業構造となっているため、農協生命が共済事業から保険事業

に転換する際に、バンカシュランスルールの適用禁止を定めた理由が理解で

きるし、現状は今後も続くと予想されます。また、バンカシュランスルール

の適用を禁止することによって、今後も退職年金などの新商品の開発および

販売が不可能になるため、長期的な観点からみると、商品の競争力は厳しい
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状況にあると思います。 

 

 

図表９ 農協生命と生保業界における募集形態別の収入保険料割合（一般勘

定、初回） 
 

＜農協生命の募集形態別の収入保険料割合＞ 
 

 
 

＜生保業界の募集形態別の収入保険料割合＞ 
 

 
 

 
       （出典）韓国生命保険協会『統計年報』各年より作成 
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⑷ 小括 

前述のように、農協生命が共済事業から保険事業へ転換された後の経営状

況をみると、まず、農協法で定めていた金融事業の競争力の向上について、

少なくとも農協生命の状況では競争力が向上しているとは言いにくいのでは

ないかと思います。むしろ、退職年金などの新商品の開発において、他の生

命保険会社の競争力が上がっているため、農協生命の競争力は低下している

とも言えます。 

農協の共済事業が保険事業へ転換する際に、メリットとして取りあげられ

たことをまとめてみると、第一に、共済事業における資本の蓄積は、組合員

からの出資金と販売による収益のみであるが、これからは株式の取引や再投

資等のような方法も利用して資金調達できるため、資金へのアクセスがより

柔軟になることでした。 

第二に、Ｍ＆Ａなどを通じて規模の拡大が容易になり、また海外進出も可

能になることでした。しかし、12年経過した現時点では、特に大きなＭ＆Ａ

を行ったり、海外進出をしたりなどの動きは見られていないので、メリット

としてその実効性は今のところそれほど感じられないと思います。 

第三に、外国資本がない純粋な協同組合の資本であるため、利益の配当は

組合員への還元を実現する可能性が高いことでした。現在も農協生命の株式

100％を農協金融持株会社が所有しており、利益の配当は中央会や農協経済持

株会社に流れているので、組合員に還元されていると言えるかもしれません。 

次に、保険事業に転換したデメリットについてまとめてみると、第一に、

組織アイデンティティの問題が一番大きいのではないかと思います。農協共

済の保険株式会社化によって、組合員のみならず組合員以外の人に対しても

積極的に営業を推進しています。たとえば、株式会社化した2012年頃には、

他の生命保険に比較して価格競争力が高かったので、実際に私も農協生命に

契約者として加入しました。そうなると、本来の農協の組合員の方々と私の

ような組合員以外の人が一緒になるため、組織転換する前の組合員と組合員
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以外の境界がなくなり、農協本来の組織アイデンティティに影響があるので

はないかと思います。 

第二に、コーポレートガバナンスの問題です。株式会社になったとはいえ、

農協中央会が農協経済持株会社と農協金融持株会社の経営を監督・指示する

権限を有しているため、農協経済持株会社と農協金融持株会社は独自の経営

ができないという指摘があります。また、農協金融持株会社の場合は、日本

の農林水産省に該当する農林水産部はもちろん、日本の金融庁に該当する金

融委員会および金融監督院の監督・指示までも受けることになっているため、

お互いのコンフリクトがよくニュースなどに報道されています。このような

コーポレートガバナンスに関する様々な問題が12年経過している現在も発生

しています。 

第三に、生命保険業界におけるバンカシュランスルールの規制は、前述の

ように農協生命の事業を制限する要因として働いているため、デメリットと

して言えると思います。 

他に、農協組織のアイデンティティについて、私が感じていることを述べ

させていただきたいと思います。まず、組織転換する前の共済事業のアイデ

ンティティは、協同組合の組織アイデンティティとしてみなすことができる

と思います。 

そこで、1995年に発表されたＩＣＡの声明をみると、協同組合とは「協同的に所

有し民主的に管理する事業体を通じて、共通の経済的、社会的、文化的なニー

ズと熱望を満たすために自発的に結びついた人びとの自治的な組織である」と

書いてあり、その定義は共済事業の場合でも同様に適用できると思います。 

その後、2013年には「協同組合の10年に向けたブループリント」（図表10）

が発表され、組合員の「参加」、組織の「持続可能性」「アイデンティティ」

「法的枠組み」「資本」の５つが大事であると取りあげられています。そのな

かでも、協同組合としてのアイデンティティの確立が最も中心的な戦略とし

て位置づけられています。 
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しかし、株式会社への組織転換後は、組織形態のみの比較で考えると、協

同組合・共済のアイデンティティから、急に株式会社・保険のアイデンティ

ティに変わってしまうため、協同組合として大事に取りあげられた５つの要

因に大きな変化が生じ、今後の経営方針にも様々な問題が発生する恐れがあ

ると考えられます。 

そこで、今まで議論されてきた「保険」と「共済」の区分について調べて

みました。まず、定義の面から比較すると、協同組合による共済事業は、相

互扶助の精神に基づいて、多数の経済主体（すなわち、組合員）が自己責任

で「参加」して、保険の仕組みを利用した合理的な拠出を行うことによって

共通準備財産を形成する制度であるとまとめることができます。 

すなわち、保険と異なる共済の特徴として、組合員の参加の有無が保険と

共済を区分する一つの基準になるのではないかと思います。しかし、この「参

加」という言葉も曖昧なところがあるため、ＩＣＡ声明の中で７つの協同組合

原則である第３原則「組合員の経済的参加」の内容を確認すると、「組合員は、

協同組合の資本に公平に拠出し、それを民主的に管理する。その資本の少な

くとも一部は通常協同組合の共同の財産とする。組合員は、組合員として払

図表10 ブループリント戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典）『協同組合の10年に向けたブループリント』、p.４. 
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い込んだ出資金に対して、配当がある場合でも通常制限された率で受け取る。

組合員は、剰余金を次の目的の何れか、または全てのために配分する」と説

明されています。したがって、保険と共済の区分について、このような「参

加」が見られるかどうかが判断基準の一つになるのではないかと思います。 

また、「保険」と「共済」の区分について、「相互扶助精神」という言葉も

よく登場しますが、岡田先生の論文を拝見しますと相互扶助の意味も二つあ

って、利己的な行為が他人に役立つといういわゆる保険におけるミューチュ

アルの性格と、利他的な行為が自分の利益となるというものがあります。こ

のような定義に基づき、はたして共済事業において利他的な行為が見られる

かどうかが判断基準の一つになるかと思います。 

他に、生協共済研究会から2022年にイタリア・ローマで開催されたＩＣＭＩＦ

100周年総会に参加させていただきましたが、総会でのＣＥＯパネルでスライ

ベントのテレサ社長の一言がとても印象に残りました。それは「Ｆｒｉｅｎｄｌｙ組

織とか友愛組織とか組織形態が重要ではなく、それよりも今まで組織の中で

大事に継承されてきた「Ｌｅｇａｃｙ」がとても重要である。イエスで結束を図る

ことが大事である」ことです。この表現を少し変えると、組織形態が株式会

社であれ協同組合であれ、それより重要なのは確固たるＬｅｇａｃｙであると読み

替えることができると思います。農協生命の場合、組織が協同組合から株式

会社に変わったとはいえ、現在の農協生命がもっているＬｅｇａｃｙが、農協や農

民のため、組合員のための組織であれば、組織が変わったとはいえ従来のア

イデンティティは継承していくのではないかと考えられます。 

例をもう一つ挙げると、日本生命は相互会社ですがＩＣＭＩＦに加入していな

く、農協生命は株式会社でありながらＩＣＭＩＦに加入しています。このような

現状をみると、組織形態だけでよく営利・非営利や、株主・組合員などで区

分・評価していますが、もちろんこの認識も大事ですが、このようなＬｅｇａｃｙ

に立脚した組織の運営も大事であると思います。すなわち、Ｌｅｇａｃｙの有無に

ついても、組織アイデンティティの一部として評価できるのではないかと思
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います。 

ＩＣＭＩＦ総会が終わって日本に戻ってから、なぜテレサ社長がそのような発

言をしたのかについて調べてみたら、次のような新聞記事がありました。「ス

ライベントは、2014年からターゲット市場を国内の600万人のルター派を超え

て、国内の２億人のキリスト教徒に拡大するという大胆な動きをしました」

という記事です。また、ホームページを見ると「2020年代：将来の成長に向

けて進化」というところで、「金融サービスを取り巻く環境は変化しており、

スライベントはより多様で包括的な金融サービス組織へと進化しています。

そのために金融提供の範囲を拡大しています」と同時に、今後さらに若者向

けに様々な事業を展開していくことが記載されていました。これらを確認す

ると、フラタナル組織の中でも大きい組織であるスライベントさえルター派

だけに絞っていくよりも、今後の事業のことを考える上で、このような選択

をせざるを得なかったのだと思いました。 

 

４．３大共済の現状 

 

⑴ 韓国における３大共済の概要 

韓国では、日本の漁業協同組合に該当する水産業協同組合（以下、水協）

が行う共済事業と、セマウル金庫共済、信用協同組合共済（以下、信協共済）

を合わせて３大共済と言っています。この３団体の組織の概要については省

略させていただきますが、それぞれ監督官庁が異なっており、共済事業の根

拠法の中で、保険業法の適用を排除することが規定されています。 

 

⑵ ３大共済をめぐる関連法制度の改正 

2011年７月に韓国とＥＵのＦＴＡが発効し、2012年３月15日には韓米ＦＴＡが

発効しました。それぞれのＦＴＡ協定文には、ＦＴＡ発効後３年以内に４大共済

（農協共済、水協共済、セマウル金庫共済、信協共済）においても支払能力
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（ソルベンシーマージン比率）制度を導入することと、金融監督委員会の監

督を受けなければならないことが明記されていました。なお、付属書では、

「共済事業に対して民間保険会社との間で競争上の優位性を与えてはならな

い」、また「同一の規制を適用しなければならない」との内容が明記されてい

ます。さらに発効後、保険ワーキンググループを設置して、その目的が達成

されているかどうかについて毎年１回会合することが定められています。す

なわち、保険事業と共済事業のイコールフッティング確立のための要求が強

く現れていました。 

それに基づき、韓国では実際に韓米ＦＴＡが発効された後、保険ワーキング

グループが設置され、さまざまな議論が行われました。その後、金融委員会

は2013年５月に「郵便局保険および共済に関する規制改善案」を発表しまし

た。その内容について、それぞれ根拠法は異なっており、保険業法の適用の

排除が規程されていますが、今後は共済事業を運営するなかで金融委員会と

協力しなければならないということが定められました。 

これに従い、３大共済事業の法律のなかで、水協は共済規定により海洋水

産部長の認可を受けて事業を行い、一般業務に関する監督は海洋水産部が行

うことになりますが、金融委員会と協議して監督しなければならないという

文言が追加されました。そのほかにセマウル金庫共済でも、同じような内容

が追加されています。 

 

⑶ ３大共済の収支構造 

農協が株式会社化された後の３大共済の収支構造について調べたのが図表

11になります。水協共済は大きな変化はなく、従来どおりの収支構造になっ

ているが、セマウル金庫共済と信協共済の収支構造は、近年において共済金

が共済掛金を上回るなど収支のバランスが悪化している状況が確認されま

す。その理由として2019年からのコロナパンデミックの影響があったかもわ

かりませんが、生保業界と農協生命の収支構造と類似した傾向をみせています。 
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図表11 ３大共済の収支構造 
 

＜水協共済の収支構造＞ 

 
 

＜セマウル金庫共済の収支構造＞ 

 
 

＜信協共済の収支構造＞ 

 
 

 
（出典）韓国保険開発院『保険統計年鑑』各年度より作成 
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⑷ ３大共済に関する動向 

３大共済の動向について各団体やマスコミなどの資料を調べましたが、水

協共済と信協共済には大きな話題がなかったため、セマウル金庫共済の動向

について２点ほど紹介したいと思います。 

一つ目は、セマウル金庫の健全性悪化でバンク・ランが発生した事件です。

2023年７月にセマウル金庫において、組合員が自分の貯金を下ろせない事件

がありました。その理由は、セマウル金庫が不動産プロジェクトファイナン

シングに無理な貸付を行い、その後貸出金利が引き上げられたことで延滞率

が急激に上昇し、その結果、セマウル金庫の業績が悪化したためです。その

後、セマウル金庫中央会は健全性が低い金庫に対して統廃合を勧告するなど、

さまざまな組織改善を行っています。そのような背景のなかで、2023年７月

にセマウル金庫の信用事業および共済事業の監督官庁を既存の行政安全部か

ら金融委員会に移管する案が国会に提出されています。また、今の監督官庁

である行政安全部が早期是正措置の内容を含んだ改正案を作成するなど、規

制に関するルールが少し変わってきています。 

二つ目は、セマウル金庫共済が国内の損害保険会社を買収したことです。

現在は買収した損害保険会社を再び売却する手続きに入っています。2013年

２月にセマウル金庫中央会はＰＥＦ（プライベート・エクイティ・ファンド）

のジャベズパートナーズという会社とコンソーシアムを組んで、グリーン損

害保険会社を買収しました。セマウル金庫独自ではグリーン損害保険会社の

買収はできなかったため、プライベートファンドとコンソーシアムを組むこ

とによって買収しました。買収した後は、グリーン損害保険会社の社名をＭ

Ｇ損害保険へ変更しています。ＭＧの略字について、Ｍはセマウルのマウル

（村）という意味で、Ｇは金庫（韓国の呼び方はグンゴ）という意味になり

ます。 

しかしその後、2019年６月には、業績が悪化してソルベンシーマージン比

率も低下したため、監督官庁から業務改善命令を受けました。改善のために
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様々な取り組みを行いましたが、結局回復できず、2022年４月13日には金融

委員会から不良金融機関として指定され、現在、売却手続きに入っています。

売却先の企業を探すため、今まで４回オークションにかけられましたが、そ

れでも売却先は決まらず、今後は随意契約に転換することが決まっています。

このような状況の中で、ＭＧ損害保険会社の社員がデモを行っています。 

これらの事件を受けまして、金融委員会の委員長が３大共済を含む相互金

融（第２金融業）の関係者達と面談を行いました。セマウル金庫の事例のよ

うな事件が多発しているため、金融委員長は「３大共済や相互金融の場合は、

共同の絆、相互信頼に基づいた非営利組織ですので、セマウル金庫のような

外形の成長、実績を伸ばすことだけに集中するのはよくないです。むしろ共

済とか相互金融の地域・庶民の金融機関としての役割を十分果たしてくださ

い」と述べました。合わせて、健全性のためにリスクマネジメント体制の徹

底や資産運用能力の向上を強調し、また、相互金融業界はその業務の特殊性

により、他の金融機関に比べて緩い規制を受けており、最近の状況に鑑みて、

「同一業務・同一規制」という大原則の下で、他の金融機関に準ずる水準に

規制を再整備しなければならない必要性が高まっていると述べました。 

このような一連の流れの中で、韓国では今後さらに共済と保険、相互金融

と一般銀行との規制が統一される可能性が高まっているのではないかと思っ

ています。 

 

５．韓国の生協における共済事業の設立に関する動向 

 

⑴ 2010年３月の改正生協法の内容 

韓国の農協生命や３大共済事業をめぐる動向以外に注目すべき点として、

韓国の生協による共済事業の設立運動があります。今まで韓国の生協は共済

事業を営むことができない状況でしたが、2010年３月22日に生協法が全面改

正され、組合ではなく、連合会および全国連合会に限って共済事業を営むこ
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とが可能になりました。連合会に対する共済規定については次のとおりです。 

 

第３章 （連合会）第４節（事業）第66条（共済規定等）（2010年３月22日

全部改正、2010年９月23日施行） 

第１項 連合会が共済事業を営むときには共済規定を定め、公正取引委員

会の認可を受けなければならない。共済規定を変更しようとすると

きにも公正取引委員会の認可を受けなければならない。 

第２項 第１項に伴う共済規定には公正取引委員会が定めるところによ

り事業の実施方法、共済契約および共済掛金などを定めなければな

らない。 

第３項 公正取引委員会は共済事業の健全な育成および契約者の保護の

ために共済事業の監督に必要な基準を定めて運営できる。 

 

⑵ 共済事業の設立に関する問題点 

改正された生協法では、生協が行う共済事業の監督官庁は公正取引委員会

で、その認可を得なければいけないと定められています。しかし、2010年に

生協法が改正されてすでに15年が経過していますが、現在も生協は共済事業

を営むことができない状況となっています。なぜこのような状況になってい

るのかをみると、生協法では共済事業ができるように定められましたが、そ

のための具体的な施行令や施行規則、監督基準などの付随の法律がいまだに

設けられていないためです。生協団体からは監督官庁である公正取引委員会

に対応を求めていますが、公正取引委員会は関連法律の作成に積極的に取り

組んでいない状態です。そこで、生協団体は関連法の整備と監督官庁を現在

の公正取引委員会から協同組合基本法に基づく協同組合を管轄している企画

財政部への移管を求めています。 
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⑶ 共済事業の設立に関する最近の動向 

2023年４月20日には５大生協連合会と国会議員が意見を合わせて「消費者

協同組合法の改正案」を発議しました。共済事業を安定的に営むことができ

るように資本金や組合員の規模が一定水準以上の連合会に限って、共済認可

要件を強化するなどの内容を新しく定めて国会に提出しました。まだ議決さ

れていないため正式には決まっていないですが、このような動向もあります。 

そのほかに2024年に入ってから、生協連合会は定款に独自で共済事業がで

きるように項を追加しました。ｉＣＯＯＰ生協は生協法を根拠として、2020年

４月に総会を通じて共済事業を定款に追加することを議決しましたが、公正

取引委員会は、共済事業の安定的な施行と消費者被害の防止を理由として、

実際に共済事業の認可を拒否しています。 

そこで、ｉＣＯＯＰ生協は2020年８月に訴訟を提起し、一審では敗訴になりま

したが、二審では勝訴し、また最高裁判所でも勝訴したため、独自でｉＣＯＯＰ

生協連合会で共済事業を行えるようになりました。次は、具体的な施行令、

施行規則、監督基準などの法制度がいつ設けられるのかが今後の課題です。

これらの課題が解決されると、生協も共済事業を営むことができると思いま

す。 

 

６．おわりに 

 

韓国における農協生命と３大共済、そして生協の共済事業の設立に向けた

取り組みなどを一見すると、韓国においては共済事業と保険事業の間で規制

の違いが段々縮まっている状況をみせています。３大共済が農協の例のよう

に株式会社に組織転換する可能性は今のところ低いと思われますが、事業の

区分もしくは境界が薄くなりつつあることは確かであると思います。 

そのなかで、生協による共済事業の推進のような市民社会の拡大のための

動きは、保険・共済の本来の姿は何なのかという根本的な問いについて考え
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させるところがあるのではないかと思います。たとえば、誰のための保険・

共済なのか、「一人は万人のために、万人は一人のために」という相互扶助精

神は今でも有効なのか、今の若者はそのような認識があるのかなど、様々な

考えに繋がり一概には言えないと思いますが、保険と共済の姿が曖昧になっ

てきている今日、その意味についてもう一度考えてみることは有意味だと思

います。 

近年における社会情勢の変化、特に韓国においては所得の二極化問題が深

刻になっており、保険の購入可能性はこれからさらに制限されていくと思わ

れる中で、低所得層、経済的弱者の生活保障を主な目的としている共済事業

は、その役割が今後さらに重要になってくると思われます。 

少し長くなってしまいましたが、これで報告を終わりたいと思います。ご

清聴ありがとうございました。 

（八戸学院大学地域経営学部地域経営学科准教授） 

 

（本稿は2024年９月20日開催の研究会報告の講演内容をまとめたものであ

る。） 
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